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（前文） 

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２５条の規定に基づき、東京都知事か

ら指示を受けた５年間（平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで）における地方独

立行政法人東京都健康長寿医療センター第二期中期目標を達成するため、同法第２６条の規定

により、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期計画を定める。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター（以下「センター」という。）は、第一期中期

目標期間（平成２１年４月１日から平成２５年３月３１日まで）において、東京都（以下「都」

という。）における高齢者医療及び老年学・老年医学研究の拠点として、「血管病医療」、「高齢

者がん医療」及び「認知症医療」の三つの重点医療をはじめ、高齢者の急性期医療及び救急医

療の提供、老年学・老年医学研究の推進、高齢者医療・介護を支える専門人材の育成、地方独

立行政法人化のメリットを活かした経営改善の実施など、様々な取組を着実に進めてきた。

今後迎える超高齢社会に対処していくためには、高齢者の健康維持・増進及び自立かつ安心

して生活できる地域社会の構築が必要不可欠となっている。

こうした状況の中、高齢者専門の病院・研究所としてセンターに求められる役割は大きく、

更なる事業成果の実現や社会貢献を果たしていく必要がある。

このため、第二期中期目標期間においては、これまでの事業成果を踏まえ、必要な取組を継

続するとともに、施設の移転を契機として新たな取組を進めながら、高齢者の特性に配慮した

医療の提供、高齢者の健康維持・増進と活力の向上を目指す研究の推進に努めていく。

医療の提供については、行政における方針や施策を踏まえながら、重点医療をはじめとして、

高度かつ専門的な医療の提供を進めるほか、急性期医療機関としての役割を担いながら、地域

における医療と介護の連携等に努め、地域で高齢者を支える社会の構築に貢献する。

研究の実施については、高齢者の医療、看取りを含めたケア、健康増進など様々な視点から

包括的に取り組み、病院部門と研究部門との連携を強化して研究成果の臨床応用を進めるとと

もに、研究内容や成果の積極的な公表に努め、研究所の存在意義の一層の向上を図っていく。

また、事業の実施に当たっては、地方独立行政法人としての特性を活かし業務の効率化を図

るなど、一層の経営基盤強化の取組を進めていく。

こうした観点から、東京都知事から指示を受けた中期目標を達成するため、以下のとおり中

期計画を定める。
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１ 都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき 

措置 

（１） 高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供 

急速な高齢化が進展する中で、高齢者医療に対するニーズはますます多岐にわたっており、

高齢者専門の医療機関として、その機能の充実を図っていく必要がある。

このためセンターは、保健医療計画をはじめとする都の方針を踏まえつつ、重点医療の提

供や救急医療の強化、地域連携の推進などを図るとともに、高齢者の急性期医療を担う病院

として、高齢者の生活の質の確保や健康の維持・増進に貢献していく。

目標値：平成 29年度平均在院日数 16.5日
※平均在院日数=24時在院患者数÷{（新入院患者数+退院患者数）÷2 } 

ア 三つの重点医療の提供体制の充実 

センターは、血管病医療、高齢者がん医療及び認知症医療といった高齢者に多発する疾患

を重点医療と位置付け、医療と研究の一体化のメリットを活かしつつ、高齢者に適した医療

の充実を目指していく。

また、外来診療においては、重点医療に係る関連診療科の集約化（以下「センター制」と

いう。）を導入し、患者にとって分かりやすく、より効果的な医療を提供していく。

(ｱ) 血管病医療 

○ 外来診療におけるセンター制により、関連診療科が連携して検査・治療の提供を行い、

血管病に係る高齢者の様々な症例に効果的な対応を進める。

○ 血管病疾患について、高齢者の拡張型心筋症や虚血性心筋症等の重症心不全患者に対す

る補助人工心臓治療の導入をはじめ、個々の患者に適した高度かつ多様な治療を提供する。

○ 要介護状態となる主要原因である脳卒中をはじめとする脳血管疾患について、脳梗塞に

対する超急性期医療や身体への負担の少ない治療など迅速かつ適切な医療を提供する。

○ 治療後の早期回復や血管病の予防に向け、（早期）リハビリテーションの実施や生活習

慣病診療の充実を図る。

○ 病院と研究所とが一体であるメリットを活かし、これまで研究所で培われてきた高齢者

の血管病における研究成果の臨床への応用の更なる推進を図る。

(ｲ) 高齢者がん医療 

○ 高齢化に伴い罹患率・死亡率が増加傾向にあるがんについて、各種検査等の実施により、

がんの早期発見に努めるとともに、その治療に当たっては、手術、放射線療法及び化学療

法等を効果的に組み合わせた集学的治療を提供する。

○ 患者や家族が安心して療養生活を送るため、がん治療に関する専門相談を実施するとと

もに、近隣の医療機関等との連携により、地域におけるがん医療の一層の充実を図る。
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○ 東京都部位別がん診療連携協力病院として、専門的がん医療を提供するとともに、複数

の部位について協力病院の認定を目指すなど、地域におけるがん医療の一層の向上を図る。

○ がん患者やその家族に対する身体的、精神的苦痛の緩和を図るため、入院及び外来にお

ける診療・相談機能を充実し、治療の初期段階から緩和ケア診療・家族ケアを実施する。

(ｳ) 認知症医療 

○ MRI、SPECT、PET 等の画像を活用した認知症の早期診断に努めるとともに、病院と
研究所とが一体であるメリットを活かし、研究成果の臨床への活用を進めるなど、認知症

診断の精度の向上を図る。

○ 認知症に関する研究や治験の受託に努めるとともに、認知リハビリテーションにおける

介入方法の検討・普及に取り組むなど、認知症に係る治療の向上を図る。

○ 認知症疾患医療センターとして、専門相談の実施や症状に応じた的確な診断、地域の医

療・介護従事者への研修の実施、認知症に関する普及啓発を行うなど地域における認知症

医療・福祉水準の向上に貢献する。

イ 急性期医療の取組（入退院支援の強化） 

高齢者の急性期医療を提供する病院として、重症度の高い患者を積極的に受け入れるとと

もに、患者一人ひとりの疾患・病状に応じた計画的な入院治療及び適切な退院支援を実施す

る。

○ 適切な急性期医療の提供のため、東京都 CCU ネットワークなど都の施策へ積極的に参
加するとともに、重症度の高い患者の受入れの中心となる特定集中治療ユニット（ICU）
や冠動脈治療ユニット（CCU）等を効率的かつ効果的に運用する。

○ 退院後の生活の質（QOL）を確保するため、適切な機能評価の測定及び入院計画の作成
に努めるとともに、入院時から退院後の生活を見据えたリハビリテーションや効果的な退

院支援を実施する。

○ 患者が退院後も質の高い医療・ケアを継続して受けられるように、地域の医療機関や介

護施設等との連携を図り、急性期医療機関として地域における役割を果たしていく。

ウ 救急医療の充実 

高齢者の救急医療を担う二次救急医療機関として、都民が安心できる救急体制を確保する

とともに、重症患者の受入れの中心となる ICUや CCUを効率的に活用し、重症度の高い患
者の受入れを積極的に行う。

○ 24時間 365日、都民が安心できる救急医療の提供を行うため、救急診療部を中心に、救
急患者の受入れに関する研修医の育成や救急患者への対応についての検証、問題点の把

握・改善に努め、救急患者の病状に応じた迅速かつ適切な医療提供体制の構築を目指す。

○ 都の施策である「救急医療の東京ルール」等に参加するとともに、二次救急医療機関と
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して、センターの持つ機能を活かしながら救急患者の積極的な受入れに努める。

エ 地域連携の推進 

○ 公開 CPC（臨床病理検討会）や医療連携研修会等の開催、高額医療機器等の共同利用な
ど、疾病の早期発見・早期治療に向けた地域連携の推進を図る。

○ 在宅医療に対する医療連携病床の設置をはじめ、地域の医療機関や介護施設等との連携

や協力体制の構築を図り、高齢者に係る質の高い在宅療養の実現に貢献する。

○ 隣接する介護施設とそれぞれの機能を活かしながら緊密な協力体制を構築し、地域にお

ける医療と介護の連携モデルとして発信していく。

○ 災害等の発生に備え、地域の医療機関や介護施設等と協力関係の構築に努めるとともに、

発災時には施設の特性を最大限に活かし、地域における医療救護活動へ貢献する。

オ 安心かつ信頼できる質の高い医療の提供 

都民が住み慣れた地域で安心して生活を送るため、重点医療のみならず、地域においてセ

ンターが担うべき医療機能に合わせた質の高い医療の提供に努めるとともに、組織的に医療

安全対策に取り組み、安心かつ信頼される医療の確保を図る。

(ｱ) より質の高い医療の提供 

○ 重点医療のみならず、高齢者の特有の疾患に対応するため、各分野において医療の充実

を図るとともに、多職種協働による医療の提供を実践する。

○ 都が定める保健医療計画を踏まえ、うつ病等をはじめとする高齢者の精神疾患に対する

医療の充実を図る。

○ 医師、医療技術職、看護師等の職員の専門性の向上を図るため、専門的かつ高度な技術

を有する職員の育成に努めるとともに、DPCデータの分析やクリニカルパスなどの検証を
通じて、医療の質の向上を図る。

○ 医療の質の指標（クオリティインディケーター）を検討・設定し、センターの医療の質

の客観的な評価・検証を行うとともに、医療内容の充実に活用していく。

(ｲ) 医療安全対策の徹底 

○ 都民から信頼される医療機関として、医療安全管理体制の更なる充実を図るとともに、

地域の医療機関と定期的に院内感染防止策の検討を進めるなど、地域全体で感染防止対策

に取り組む。

○ 組織的な医療安全対策に取り組むため、セーフティーマネージャーを中心に医療安全に

係る院内や他の医療機関の状況把握・分析を行うとともに、その結果に基づき医療安全確

保の業務改善を図る。

○ 院内感染対策チームを中心に院内感染に関する情報を分析・評価するとともに、病棟ラ

ウンドの所見等をもとに、効果的に院内感染対策を実施する。
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カ 患者中心の医療の実践・患者サービスの向上 

院内の療養環境をはじめとする患者アメニティの向上や医療内容の平易な説明に努めるな

ど、患者・家族の立場に立ったサービスの提供を行う。

○ 医療に関する情報の特性を踏まえ、インフォームド・コンセントやセカンドオピニオン

外来等を通じ、患者やその家族が治療の選択・決定を医療者とともに主体的に行うことが

できるよう支援する。

○ 患者や来院者の立場に立ったアメニティの提供のため、分かりやすい院内表示などに努

めるとともに、接遇研修の実施により、接遇に対する職員の意識の向上を図る。

○ 患者・家族の満足度を的確に把握するため、患者満足度調査や退院時アンケート調査等

を実施し、その結果の分析を行い、患者・家族の視点に立ったサービスの改善を図る。

（２） 高齢者の健康の維持・増進と活力の向上を目指す研究 

高齢者の心身の健康維持・増進と自立した生活の継続、また多様な社会活動における高齢

者の持てる力の発揮のため、センターの重点医療や老化メカニズム、高齢者の健康長寿と福

祉に関する研究を行い、高齢者の医療、看取りを含めたケア、健康増進の諸問題に包括的に

取り組む。

また、研究の実施に当たっては、センターの特色である病院との連携を強化して高齢者疾

患の治療と予防に有効な臨床応用研究や技術開発を進めるほか、地域モデルの在り方に関す

る提案を行うなど研究成果の普及を図り、公的な研究機関としての役割を果たしていく。

目標値：トランスレーショナルリサーチ研究課題 5件/年

ア トランスレーショナルリサーチの推進（医療と研究の連携） 

○ トランスレーショナルリサーチ推進室を中心として、萌芽的研究の発掘から臨床応用ま

で一貫して推進する体制を整え、病院と研究所との連携強化を図る。

○ 東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合（TOBIRA）等を活用して産・学・
公の連携を強化し、外部機関と積極的に知見・技術の情報共有や臨床研究の共同実施を行

う。

○ 病院部門と連携し、健康増進や尿失禁、低栄養予防プログラムをはじめとする研究成果

の社会還元を図る。

○ 定期的に研究計画の進行管理を行うとともに、外部の有識者からなる評価委員会も開催

し、研究テーマ等についての妥当性を検証する。

イ 高齢者に特有な疾患と生活機能障害を克服するための研究 

○ センターの重点医療（血管病、高齢者がん及び認知症）に関する基盤研究を推進し、治

療や予防に有効な臨床応用研究への展開を図る。

○ 高齢者疾患やサルコペニアなどによる身体機能低下の機序を解明し、生活機能障害に関
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する機能改善や予防法を提言する。

○ PETを用いて、血管病やがん、認知症の病態を評価する新しい診断法を開発する。

ウ 活気ある地域社会を支え、長寿を目指す研究 

(ｱ) 安心して生活するための社会環境づくりへの貢献 

○ 高齢者の社会参加や社会貢献活動が健康長寿に及ぼす影響を研究する。また、虚弱化予

防などのプログラムを開発するとともに、それらのプログラムを活用した社会システムを

提案するなど、超高齢社会における諸問題の解決に役立てる。

○ 高齢者の精神疾患や認知症の早期発見・対応システムを確立し、QOLの改善と維持を目
指す。また、メンタルヘルスと身体機能の向上に資する介入プログラムを開発し、実施す

る。

○ 高齢者の健康維持・増進、在宅療養生活支援に資する研究を進めるとともに、要介護者

のケアの在り方に係る体制づくりや質の向上を目指す。

(ｲ) 災害時における高齢者への支援 

○ 東日本大震災の経験に基づく課題分析を行い、将来の災害発生時や発生後の中・長期の

被災高齢者の健康維持（孤立・虚弱・うつ予防など）に有用な支援策や行政の対応の在り

方を提案する。

エ 先進的な老化研究の展開・老年学研究におけるリーダーシップの発揮 

○ 老化抑制化合物の同定及びその機序解明を目指し、老化の抑制や高齢者疾患の予防に効

果のある老化関連遺伝子を探索する。

○ 遺伝子発現制御やタンパク質の分子修飾機構に関する先駆的な研究を遂行し、老化メカ

ニズムを解明する。

○ 高齢者ブレインバンクの一層の充実を図り、外部機関との研究ネットワークを構築しな

がら学術研究と臨床応用の発展に貢献する。

○ 高齢者ブレインバンクなどの試料を広く活用し、高齢者疾患の病態解明や予防などの共

同研究を推進する。

○ 学術論文の発表のみならず、老年学関連学会の運営にも積極的に関与するとともに、海

外研究機関等との交流を進める。

○ センター内において、セミナーや研修など自己啓発の機会を提供するとともに、国内外

からも研究員や留学生等の受入れを行い、老年学研究においてリーダーシップを発揮する

人材育成を図る。

オ 研究成果・知的財産の活用 

○ 都民向けのセミナー、講演会の定期的な開催及び種々の広報媒体の活用により、研究成

果や研究所に関する普及活動を積極的に行う。

○ 審議会への参加などにより都をはじめとする自治体や国、公共団体への政策提言を積極
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的に行うほか、研究成果の社会還元に努める。

○ 研究所の知的財産を適切に管理するとともに技術開発等の検討を行い、特許出願や研究

成果の実用化を目指す。

（３） 高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成 

都における高齢者医療及び研究の拠点として、今後も安定的かつ継続的に都民サービスを

提供していくため、センター職員の計画的な採用及び専門性の向上を図る。また、高齢者の

医療と介護を支える仕組みの構築に資するため、センター職員だけではなく、次世代の高齢

者医療・研究を担う人材や地域の医療・介護を支える人材の育成を進めていく。

ア センター職員の確保・育成 

○ 都職員の派遣解消計画を踏まえ、質の高い医療及び研究の継続的な実施と安定したセン

ター運営を行うため、各職種の必要性や専門性に応じた固有職員の計画的な採用を進める。

○ 認定医・指導医や認定看護師などの医療専門職、医療事務やマネジメント能力を有する

事務職員の育成など、職員の専門的能力向上を図るための人材育成を組織的に行う。

○ 臨床研修医や看護師など医療専門職を目指す学生に対する研修・実習体系の工夫や体制

の充実を進めることにより、センター職員として専門志向が高く、意欲ある人材の確保と

育成を図る。

○ センターの理念や必要とする職員像に基づき、各職種について、専門性に応じた人材育

成カリキュラムの体系化を図る。

イ 次代を担う医療従事者及び研究者の養成 

○ 臨床研修医や看護師など医療専門職を目指す学生、連携大学院の学生等の受入れなどを

通じて、センターが蓄積してきた高度な技術・成果を次世代の医療従事者及び研究者に継

承し、今後の高齢者医療・研究を担う人材の育成に貢献する。

ウ 地域の医療・介護を支える人材の育成 

○ センターの専門性を活用し、地域の医療と介護を支える人材の育成に貢献するとともに、

地域の医療機関や介護施設等と連携した高齢者の在宅療養を支える人材育成の仕組みの構

築を進める。

２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

地方独立行政法人の特長を十分に活かし、継続して業務の改善・効率化に取り組むとともに、

経営の透明性や健全性の確保を図り、一層自律的なセンター運営を行っていく。

（１） 地方独立行政法人の特性を活かした業務の改善・効率化 

○ 機動的な経営判断や予算執行を可能にする組織体制を確保し、都民ニーズや環境変化に
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対応した効果的・効率的な業務の推進を図る。

○ 人事考課制度の適切な運用や職員の適性に応じた的確な人事配置、各職員の意見をセン

ターの運営に反映する仕組みの整備など、職員のモチベーション向上につながる取組を進

めていく。

（２） 適切なセンター運営を行うための体制の強化 

○ より適切なトップマネジメントを行うための組織体制の整備や業務監査の実施による内

部監査体制の強化などを進め、一層の経営機能の向上とセンター運営の透明性・健全性の

確保を図る。

○ 運営協議会や研究所外部評価委員会をはじめ、センター外部からの意見・評価等を受け

る場を確保し、その意見等を業務改善などに積極的に活かしていく。

○ 中期計画や年度計画、これらの計画に対する実績をはじめとする経営情報等をホームペ

ージなどを活用して積極的に公表し、センター運営の透明性確保と理解促進に努める。

○ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）をはじめとする関係法令及び高齢者医療・研究に

携わる者としての行動規範の遵守と倫理の徹底を図る。

３ 財務内容の改善に関する事項 

地方独立行政法人として、より安定した経営基盤を確立し、自律的な法人運営を行うため、

経営状況の分析・管理に取り組むとともに、収入の確保と費用の削減に努め、新施設の開設費

負担の影響から早期に経常収支比率をはじめとする財務内容の改善を図っていく。

（１） 収入の確保 

○ 急性期医療を担う病院として平均在院日数の短縮を図るとともに、前方連携の強化など

により新規患者の確保に努め、病床利用率の向上を図る。

○ 保険請求における査定減や請求漏れの防止など適切な請求事務を行うとともに、未収金

の発生防止と早期回収に努め、過年度未収金についても効果的及び効率的な回収を行う。

○ 医療と研究との一体化というメリットを活かし、受託・共同研究、競争的研究資金など、

外部研究資金の積極的な獲得に努める。

○ トランスレーショナルリサーチや産・学・公の連携を推進するとともに、研究内容や成

果を積極的に公表し、特許やライセンス契約など知的財産の活用を図る。

（２） コスト管理の体制強化 

○ 電子カルテデータや DPC データなど診療実績に関する各種情報とコストをはじめとす
る財務情報とをあわせて分析することにより、収支改善の方策の検討及び実施を図る。

○ 診療実績など各部門の活動状況や経営改善の取組状況を適切に把握・比較することが可

能な部門別等の原価計算実施手法を確立し、年度管理、経年比較を実施することにより、

センター全体でコストの意識向上を図る。
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○ 新施設での事業の実施状況や財務状況の検証を行い、事業部門、事務部門ともに、業務

のシステム化やアウトソーシング等のコストの適正化を進める。

○ 材料費などの診療活動と連動するコストについては、費用対効果を踏まえた支出とその

実績の検証を行い、一層のコスト削減につなげていく。

４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１） 予算（平成２５年度から平成２９年度まで）

別表１

（２） 収支計画（平成２５年度から平成２９年度まで）

別表２

（３） 資金計画（平成２５年度から平成２９年度まで）

別表３

５ 短期借入金の限度額 

（１） 限度額  

２０億円

（２） 想定される短期借入金の発生理由 

ア 運営費負担金の受入遅延等による資金不足への対応

イ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応

ウ 高額医療機器の故障に伴う修繕等による予期せぬ出費への対応

エ 新施設への移転に伴う予期せぬ資金不足や出費への対応

６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし

７ 剰余金の使途 

決算において剰余が生じた場合は、施設の整備、環境改善、医療・研究機器の購入等に充て

る。

８ 料金に関する事項 

（１） 診療料等 
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センターを利用する者は、次の範囲内でセンターが定める額の使用料及び手数料を納めなけ

ればならない。

ア 使用料 

(ｱ) 診療料 

  健康保険法(大正１１年法律第７０号)第７６条第２項及び第８５条第２項又は高齢者の

医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号)第７１条第１項及び第７４条第２項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」

という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和３０年法律第９７号)の
規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に１０分の１５を乗じて得た額

(ｲ) 先進医療に係る診療料 

 健康保険法第６３条第２項第３号及び高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第２項

第３号に規定する評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める先進医療に関し、当該先進

医療に要する費用として算定した額

(ｳ) 個室使用料（希望により使用する場合に限る。）

１日 26,000 円 

(ｴ) 非紹介患者初診加算料(理事長が別に定める場合を除く。) 
  厚生労働大臣が定める算定方法による診療情報の提供に係る料金に相当する額として算

定した額

(ｵ) 特別長期入院料 

    健康保険法第６３条第２項第４号又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第２項

第４号の厚生労働大臣が定める療養であって厚生労働大臣が定める入院期間を超えた日以

後の入院に係る入院料その他厚生労働大臣が定めるものについて、厚生労働大臣が別に定

めるところにより算定した額

(ｶ) 居宅介護支援 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第２項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額

イ 手数料 

(ｱ) 診断書 １通 5,000 円

(ｲ) 証明書 １通 3,000 円

（２） 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)、健康保険法、国民健康保険法(昭和３３年法律
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第１９２号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数

料の額は、（１）にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

（３） 理事長はこの他、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定めることができる。

（４） 特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することがで

きる。

９ その他業務運営に関する重要事項（センター運営におけるリスク管理の強化） 

日々生じる様々なリスクや大規模災害に対応するための危機管理体制を整備し、都民が安心

して医療サービスを受けられるよう、信頼されるセンター運営を目指す。

○ 法令やセンターの要綱に基づき、個人情報の管理・保護及び情報公開を適切に行うとと

もに、研修等を通じて職員の意識向上を図る。

○ ネットワーク等の情報基盤整備の強化によりセキュリティの向上を図り、システムによ

る情報漏洩を防止する。

○ 職員が安心して医療・研究活動に従事することができるよう、健康管理及び安全に業務

を遂行できる良好な職場環境の確保に取り組む。

○ 大規模災害や新型インフルエンザ発生等の非常事態に備え、行政の方針や地域の医療機

関等との役割分担などを踏まえながら、BCP（事業継続計画）をはじめ、センター内部の

危機管理体制の整備を図る。

１０ 施設及び設備に関する計画（平成２５年度から平成２９年度まで） 

施設及び設備の内容 予定額 財源

医療・研究機器等整備 総額 5,079 百万円 運営費交付金

自己財源

１１ 積立金の処分に関する計画 

前期中期目標期間繰越積立金については、医療・研究機器の購入等に充てる。



１　予算（平成25年度から平成29年度まで）

（単位：百万円）

区　　　　分 金　　　額

収入

営業収益 85,966

医業収益 58,695

研究事業収益 1,626

運営費負担金 11,770

運営費交付金 12,478

補助金 862

寄附金 190

雑益 345

営業外収益 360

寄附金 -

雑収益 360

資本収入 2,651

運営費交付金 2,651

長期借入金 -

その他の資本収入 -

その他の収入 -

計 88,977

支出

営業費用 77,256

医業費用 59,623

給与費 33,437

材料費 15,905

委託費 5,921

設備関係費 1,660

研究研修費 569

経費 2,131

研究事業費用 8,121

給与費 5,544

研究材料費 325

委託費 1,009

設備関係費 464

研修費 18

経費 761

一般管理費 9,512

営業外費用 -

資本支出 8,939

建設改良費 5,079

長期借入金償還金 3,860

その他の支出 674

計 86,869

【建設改良費に充当される運営費負担金等について】
　建設改良費に充当される運営費負担金等については、資本助成のための運
営費負担金等とする。

【人件費の見積り】
　中期目標期間中総額　40,940百万円を支出する。
　なお、当該金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手
当及び休職者給与の額等に相当するものである。

別表１別表１



２　収支計画（平成25年度から平成29年度まで）

（単位：百万円）

区　　　　分 金　　　額

収入の部 86,173

営業収益 85,813

医業収益 58,577

研究事業収益 1,549

運営費負担金収益 11,770

運営費交付金収益 12,478

補助金収益 862

寄附金収益 190

資産見返寄附金戻入 42

資産見返戻入勘定 -

雑益 345

営業外収益 360

寄附金 -

雑収益 360

臨時利益 -

支出の部 89,672

営業費用 89,672

医業費用 68,650

給与費 34,555

材料費 15,149

委託費 5,639

設備関係費 9,702

減価償却費 8,220

その他 1,482

研究研修費 542

経費 3,063

研究事業費用 10,807

給与費 5,499

材料費 309

委託費 961

設備関係費 3,252

減価償却費 2,809

その他 443

研修費 17

経費 769

一般管理費 10,215

営業外費用 -

臨時損失 -

純利益 -3,499

目的積立金取崩額 -

総利益 -3,499

別表２別表２



３　資金計画（平成25年度から平成29年度まで）

（単位：百万円）

区　　　　分 金　　　額

資金収入 92,012

業務活動による収入 85,966

診療業務による収入 58,695

研究業務による収入 1,626

運営費負担金による収入 11,770

運営費交付金による収入 12,478

補助金による収入 862

その他の業務活動による収入 535

投資活動による収入 3,011

運営費交付金による収入 2,651

その他の投資活動による収入 360

財務活動による収入 -

長期借入れによる収入 -

補助金による収入 -

その他の財務活動による収入 -

前期中期目標の期間よりの繰越金 3,035

資金支出 92,012

業務活動による支出 77,930

給与費支出 40,940

材料費支出 16,230

その他の業務活動による支出 20,086

積立金の精算に係る納付金の支出 674

投資活動による支出 5,079

有形固定資産の取得による支出 5,079

その他の投資活動による支出 -

財務活動による支出 3,860

次期中期目標の期間への繰越金 5,143

別表３別表３




